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平成３０年（受）第１７３０号 損害賠償請求事件           

令和元年９月６日 第二小法廷判決 

        

            主     文 

                １ 原判決中，２８７万７２９８円に対する平成２２年 

８月２５日から平成３０年１月２６日までの遅延損 

害金の支払請求を棄却した部分を破棄し，同部分に 

つき本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 

                ２ 上告人のその余の上告を棄却する。 

                ３ 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。 

            理     由 

 上告代理人小野寺正孝の上告受理申立て理由第１について 

 １ 本件は，交通事故の被害者に対して高齢者の医療の確保に関する法律（以下

「法」という。）による給付（以下「後期高齢者医療給付」という。）を行った後

期高齢者医療広域連合である上告人が，上記事故の加害者である被上告人に対し，

法５８条により上記被害者の被上告人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を

代位取得したとして，損害賠償金及びこれに対する上記事故の日から支払済みまで

の遅延損害金の支払を求める事案であり，上記遅延損害金の起算日が争われている

ものである。 

 ２ 原審の確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。 

 (1) Ｂは，平成２２年８月２５日，交差点において歩行中，被上告人運転の普

通乗用自動車に衝突されて傷害を負った（以下，この事故を「本件事故」とい

う。）。 

 本件事故における過失割合は，Ｂが５％，被上告人が９５％である。 

 (2) Ｂは，上記傷害に関して後期高齢者医療給付（以下「本件医療給付」とい

う。）を受け，その価額の合計は３０２万８７３５円であった。 
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 (3) 上告人は，本件医療給付の価額の合計額からＢの過失割合５％を減じた２

８７万７２９８円（１円未満切り捨て）及び弁護士費用相当額５７万５４５９円の

合計額３４５万２７５７円の損害賠償金並びにこれに対する本件事故の日（平成２

２年８月２５日）から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めて，本件訴訟を提起

した。 

 ３ 原審は，上記事実関係等の下において，本件訴訟の主たる請求について上記

２(3)の２８７万７２９８円及び弁護士費用相当額３０万円の合計額３１７万７２

９８円の支払を求める限度で認容すべきものとした上で，これに対する遅延損害金

の起算日につき，上告人が被上告人に対して上記損害賠償金の支払を請求したこと

が明らかな訴状送達の日の翌日（平成３０年１月２７日）であると判断して，附帯

請求について，同日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容すべ

きものとした。 

 ４ しかしながら，原審の遅延損害金の起算日に関する上記判断は是認すること

ができない。その理由は，次のとおりである。 

 不法行為に基づく損害賠償債務は，損害の発生と同時に，何らの催告を要するこ

となく，遅滞に陥るものである（最高裁昭和３４年（オ）第１１７号同３７年９月

４日第三小法廷判決・民集１６巻９号１８３４頁参照）。そして，後期高齢者医療

広域連合は，後期高齢者医療給付の給付事由が第三者の行為によって生じた場合に

おいて，後期高齢者医療給付を行ったときは，法５８条により，その価額の限度に

おいて，被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し，当該

損害賠償請求権は，後期高齢者医療給付の都度，当然に当該後期高齢者医療広域連

合に移転するものである（最高裁平成６年（オ）第６５１号同１０年９月１０日第

一小法廷判決・裁判集民事１８９号８１９頁参照）。もっとも，上記の場合におい

て行われる後期高齢者医療給付は，被保険者が被る損害の元本を塡補する性格を有

するものであり，損害の元本に対する遅延損害金を塡補するものではないと解され

ることからすると，当該後期高齢者医療広域連合は，当該後期高齢者医療給付の価
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額の限度において被保険者の第三者に対する損害金元本の支払請求権を代位取得す

るものであって，損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得するもの

ではないというべきである（最高裁平成２１年（受）第１４６１号，第１４６２号

同２４年２月２０日第一小法廷判決・民集６６巻２号７４２頁参照）。 

 そうすると，後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合は，その給付

事由が第三者の不法行為によって生じた場合，当該第三者に対し，当該後期高齢者

医療給付により代位取得した当該不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務につ

いて，当該後期高齢者医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求め

ることができるというべきである。 

 これを本件についてみると，上告人は，被上告人に対し，本件医療給付の価額の

合計額（ただし，上記２(3)の５％の減額等をした後の額）である２８７万７２９

８円について，本件医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求める

ことができる。 

 以上と異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が

ある。論旨は，上記の趣旨をいう限度で理由がある。 

 他方，上記説示に照らすと，上告人の損害賠償請求のうち弁護士費用相当額に係

る部分は失当であるから，これに対する平成３０年１月２６日までの遅延損害金の

支払請求を棄却した原審の判断は結論において是認することができ，論旨のうち当

該請求に関する部分は採用することができない。 

 ５ 以上のとおりであるから，原判決中２８７万７２９８円に対する平成２２年

８月２５日から平成３０年１月２６日までの遅延損害金の支払請求を棄却すべきも

のとした部分は破棄を免れず，この部分については，本件医療給付が行われた日等

について更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すこととし，その余の上告

は理由がないから，これを棄却することとする。 

 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官草野耕

一の意見がある。 
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 裁判官草野耕一の意見は，次のとおりである。 

 私は主文どおりの判決を下すべきであると考える点において多数意見に賛同する

ものの，それに至る理由においては多数意見といささか考えを異にするものであ

る。結論からいうと，多数意見は上告人が後期高齢者医療給付を行った日以前の期

間に対する遅延損害金を被上告人に対して請求できないのは当該遅延損害金の支払

請求権が法５８条所定の代位取得の対象外であるからとするが，私は当該期間に関

してはそもそも遅延損害金は発生しておらず，したがって上告人がこれを取得する

余地はないと考えるものである。以下そう考える理由を説明する。 

 一般論としていえば，不法行為の被害者には不法行為がなされた直後から様々な

損害が現実化するものであり，これらの損害に対する賠償請求権に関しては遅延損

害金もまた（多数意見が言及するところの判例法理によって）不法行為がなされた

直後から発生するものである。そのような状況においては法５８条やこれに相当す

る保険法制度上の諸規定が定める代位取得の対象を損害金の元本に限定すると解釈

することに積極的意義があり，多数意見が引用している最高裁平成２４年２月２０

日第一小法廷判決はまさにそのような事案に関する法理を示したものである。 

 しかしながら，本件の後期高齢者医療給付の塡補の対象となった損害は，被害者

が本件事故によって被った損害一般ではなく，被害者が特定の医療機関から特定の

時期に医療役務を受けたことによって発生した金銭債務に関するものであり，この

ような損害に関しては，それが現実化してはじめて遅延損害金が発生すると解すべ

きであり，本件においてはそのような損害が現実化する都度後期高齢者医療給付が

行われてきたとのことであるから，当該給付日以前においては遅延損害金が生じる

余地はなかったと解すべきである。 

 もっとも，金銭債務の弁済によって現実化する損害に関しても不法行為がなされ

た時に遡って遅延損害金が発生するという考え方がないわけではなく，現に，不法

行為と相当因果関係に立つ弁護士費用の賠償請求権に関して当該不法行為の時に遡

って遅延損害金が発生するとしている判決も存在している（最高裁昭和５５年
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（オ）第１１１３号同５８年９月６日第三小法廷判決・民集３７巻７号９０１頁参

照。ただし，同判決は勝訴判決の確定を支払条件とする弁護士費用（それは一般に

「謝金」あるいは「成功報酬」と呼ばれている。）を対象とするものである。）。 

 しかしながら，このような考え方を被害者が第三者に対して負担する金銭債務一

般に及ぼすことは現代社会における人々の行動原理の重大な要素の一つである「金

銭の時間的価値」という観念に抵触し，不法行為時から相当期間が経過した後に発

生した金銭債務に関する損害の要賠償額を実体に比して過大とする傾向を生み出す

ものである。 

 してみれば，前掲の昭和５８年最高裁判決の法理は少なくとも本件には及ばない

と解するのが相当であり，本件において上告人が後期高齢者医療給付を行った日以

前の期間に対しては遅延損害金は発生しておらず，そうである以上，上告人がこれ

を取得する余地もなかったと考える次第である。 

(裁判長裁判官 山本庸幸 裁判官 菅野博之 裁判官 三浦 守 裁判官     

草野耕一) 

 


